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【届出の対象とした募集（売出）有価

証券の名称】

 実績配当型合同運用指定金銭信託（個人用）

愛称：投資の一歩

【届出の対象とした募集（売出）有価

証券の金額】

 ２兆円を上限とします。

ただし、一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信

託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせ

ていただくことがあります。

【縦覧に供する場所】  該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　2019年３月15日付で提出した有価証券届出書の添付書類である「信託約款（マザーファンド）」について、発行

者において複数名が確認作業を行いましたが、その確認が不十分であったために一部誤記がありましたので、当該

添付書類の一部を訂正し差し替えるため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　（添付書類の差し替え）

　「信託約款（マザーファンド）」

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 

　添付書類　「信託約款（マザーファンド）」

 

　（訂正前）

（前略）

　第２０条（信託財産の交付）

（中略）

　（３）前条第１項ただし書きにもとづき受益権（個人用ベビーファンド）に係る本信託の全部または一部

の解約がなされた場合、①前条第２項①または②を理由とする解約の場合には、前回決算日から解約日

前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約

日に支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第２項に定める解約調整金を差し引

いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口

座に送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第２項①または②以外を理由とする解約の場

合には、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解元本金額にもとづき受託者所

定の方法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属す

る金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金

銭で交付します。

　（４）前条第１項ただし書きにもとづき受益権（その他ベビーファンド）に係る本信託の全部または一部

の解約がなされた場合、①前条第２項③を理由とする解約の場合には、前回配当交付日から解約日前日

までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約日に

支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第２項に定める解約調整金を差し引いた

後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に

送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第２項③以外を理由とする解約の場合には、前回

配当交付日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解元本金額にもとづき受託者所定の方法

により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の

中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付

します。

（中略）
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　第２３条（受益者への報告事項）

　（１）受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受

託者は、受益者が、兼営法施行規則第１３条第１項第１号に定める適格機関投資家等に該当する場合で

あって、書面または電磁的方法により受益者からあらかじめ次の各号に掲げる書面の交付を要しない旨

の承諾を得、かつ、兼営法施行規則に定めるその他の要件を充足する場合には、次の各号に掲げる書面

を交付しないことができるものとします。

①兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書

②兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託

者の利害関係人、第７条第１項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面およ

び信託法第３１条第１項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面

（後略）

 

　（訂正後）

（前略）

　第２０条（信託財産の交付）

（中略）

　（３）前条第１項ただし書きにもとづき受益権（個人用ベビーファンド）に係る本信託の全部または一部

の解約がなされた場合、①前条第２項①または②を理由とする解約の場合には、前回決算日から解約日

前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約

日に支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第２項に定める解約調整金を差し引

いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口

座に送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第２項①または②以外を理由とする解約の場

合には、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者

所定の方法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属

する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が

金銭で交付します。

　（４）前条第１項ただし書きにもとづき受益権（その他ベビーファンド）に係る本信託の全部または一部

の解約がなされた場合、①前条第２項③を理由とする解約の場合には、前回配当交付日から解約日前日

までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約日に

支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第２項に定める解約調整金を差し引いた

後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に

送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第２項③以外を理由とする解約の場合には、前回

配当交付日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方

法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭

の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交

付します。

（中略）

　第２３条（受益者への報告事項）

　（１）受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受

託者は、受益者が、兼営法施行規則第１３条第１項第１号に定める適格機関投資家等に該当する場合で

あって、書面または電磁的方法により受益者からあらかじめ次の各号に掲げる書面の交付を要しない旨
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の承諾を得、かつ、兼営法施行規則に定めるその他の要件を充足する場合には、次の各号に掲げる書面

を交付しないことができるものとします。

①兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書

②兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託

者の利害関係人、第８条第１項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面およ

び信託法第３１条第１項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面

（後略）
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